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チャリティーてんと市

◆日　時　 12月11日㈫　　　　　
　　　　　  ８時30分～ 11時00分
◆場　所　   道の駅「旬菜館」前
※みなさんのお越しをお待ちしています。

問農林水産課　☎32-9221

志賀町社会福祉協議会から
寄付のお知らせ

◆鹿頭の上江哲夫様から、上江浩が
お世話になったので感謝の気持
ちとして　100,000円

◆志賀農業協同組合様から、ＪＡ志
賀農業まつり農産物品評会の販
売代金を福祉向上に　22,600円

◆安津見の新明侃二様から、亡母の
供養として社会福祉に役立てて
ほしいと　100,000円

◆志賀町女性団体協議会様から、文
化祭バザー売上金の一部を社会
福祉向上に　20,000円

善意の花

募　集 催し物

古着のリフォ－ム教室（第６回）

◆内　容　古着を使って小物を作
り、ごみを出さない工夫と布の有
効利用を図る。
◆日　時　12月８日㈯　９時～
◆場　所　リサイクルセンタ－
◆定　員　15人
◆参加費　700円
◆持ち物　古着の布１枚、裁縫道具
◆講　師　原田洋子氏
◆申込期間　12月５日㈬～７日㈮
◆申込先　クリンクルはくい　　
問☎27-1153　℻27-1154

エコクッキング教室（第７回）

◆内　容　料理をとおして、ごみ
を出さない工夫や出たごみの分別
の仕方を学ぶ。
◆日　時　12月16日㈰　９時～
◆場　所　リサイクルセンタ－
◆定　員　20人
◆参加費　1,000円
◆持ち物　エプロン、三角巾、箸
◆講　師　室谷加代子
◆申込期間　12月５日㈬～ 13日㈭
◆申込先　クリンクルはくい　　
問☎27-1153　℻27-1154

㈶能登半島地震復興基金
平成25年度事業募集中!!

　能登の交流人口拡大や地域ブラ
ンド育成などの震災復興地域づく
り総合支援事業を募集します。
◆事業開始　平成25年４月
◆対 象 者　能登の活性化に取り
　　　　　　組む県内の民間団体
◆応募締切　12月28日㈮
※応募する場合は、事前に連絡し
てください。
問㈶能登半島地震復興基金

（石川県庁地域振興課内）
☎076-225-1317

URL:http://www.noto-fukkoukikin.jp

東日本大震災チャリティー
民謡民舞の祭典

◆日　時　12月8日㈯　11時開演
◆場　所　富来活性化センター大ホール

◆入場料　無料
◆賛助出演　竹心会、二代目杉山貞悦
冨士子の会、和田よい子の節保存会、

富来健康クラブ

◆主　催　富来民謡保存会・民舞勝栄会

問富来民謡保存会　担当  堀
☎090-1636-0760

志賀町土地改良区　区域内農地の移動について志賀町土地改良区　区域内農地の移動について
　売買・経営移譲・利用権設定などで農地の移動がありましたら、移動　売買・経営移譲・利用権設定などで農地の移動がありましたら、移動
届を提出してください。届を提出してください。
◆道路などに潰れた場合や、他の理由で農地でなくなった場合は転用決◆道路などに潰れた場合や、他の理由で農地でなくなった場合は転用決
　済金がかかる区域もありますので知らせてください。　済金がかかる区域もありますので知らせてください。
◆移動届を提出しないと、賦課金は従来のまま賦課されます。◆移動届を提出しないと、賦課金は従来のまま賦課されます。
　用紙は志賀町土地改良区事務所（堀松公民館内）にあります。　用紙は志賀町土地改良区事務所（堀松公民館内）にあります。

「水土里ネット  しか」  からお知らせです！

問志賀町土地改良区事務所　☎32-3851

若年母子研修会（料理教室）
親子参加者募集

　クリスマスやお正月に向けてお
もてなし料理を作ってみません
か？親子で気軽にご参加くださ
い！
◆日　時　12月15日㈯　10時～
◆場　所　志賀町文化ホール
　　　　　 調理実習室
◆対象者　20歳以下のお子さんを
持つ母子家庭の親子
問志賀町母子寡婦福祉会　☎42-2545
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納税のお知らせ

Town Infomation

情報パーク情報パーク

今月の窓口延長業務

　住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明
などの発行業務
◆日　時
　12月１日㈯・８日㈯・15日㈯・
　　　 22日㈯　９時～ 12時30分
(注意)窓口延長業務は本庁舎の住
民課窓口での取り扱いとなります。
諸証明発行業務で一部取り扱いで
きない業務もあります。事前に電
話などで確認の上、窓口にお越し
ください。
問住民課　☎32-9121

お知らせ

聴覚障害者の皆さんへ

　手話通訳・要約筆記通訳のできる

職員を本庁・健康福祉課に配属して

います。手話や要約筆記による相談、

行政手続きなどに対応しますので、

どうぞお気軽に利用してください。

　設置日時は次のとおりです。
◆健康福祉課
　毎週㈪～㈮　８時30分～ 17時15分
　※富来支所対応日を除く。
◆富来支所総合窓口
　12月５日㈬・19日㈬　14時～ 16時
問健康福祉課　☎32-9131

・固定資産税　第３期
・国民健康保険税　第６期
・後期高齢者保険料　第９期
・介護保険料　第６期

納期限は12月25日（火）です。

総合相談（無料）

　総合相談所を町内２カ所で開設
します。どちらの地域でも相談で
きます。お気軽にお越しください。
※秘密は厳守します。
◆相談員　行政相談委員、人権擁
護委員、民生・児童委員、司法書士、
法務局の方々が相談に応じます。
＜志賀地域＞
◆と　き　12月７日㈮　10時～ 15時
◆ところ　志賀町文化ホール２階
問志賀町社会福祉協議会志賀支所
☎32-1363
＜富来地域＞
◆と　き　12月７日㈮　10時～ 15時
◆ところ　富来行政センター２階
　　　　　201会議室
問志賀町社会福祉協議会　☎42-2545

ひとり親家庭相談

　自立支援員が相談に応じています。
　くらしのこと、子どものこと、貸
付金のこと、就職のことなど、どん
なことでもお気軽に相談ください。
◆日　時　12月27日㈭
　　　　　10時～ 15時
　※毎月第４木曜日
◆場　所　役場本庁舎　相談室
問子育て支援課　☎32-9122

障害者福祉総合相談

◆日　時　12月12日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　11会議室
問健康福祉課　☎32-9131

ハローワーク相談

◆日　時　12月19日㈬
　　　　　14時～ 15時30分
◆場　所　富来活性化センター
問商工観光課　☎32-9341

相　談

無料法律相談

◆日　時　12月14日㈮
　　　　　13時15分～ 16時45分
◆場　所　役場本庁舎　相談室
◆相談弁護士　國田武二郎弁護士
　　　 （堀松出身・名古屋市在住）
◆相談時間　１人30分（要予約）
◆募集定員　７人（予定）初めての
人を優先します
※定員になり次第締切りとします。
※申込用紙は本庁舎住民課と富来
支所総合窓口にあります。
問住民課　☎32-9121

町長談話室の日程

◆日　時　12月19日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　役場本庁舎　１階
◆日　時　12月26日㈬
　　　　　13時30分～ 15時30分
◆場　所　富来支所
※開始時刻および終了時刻は都合
により変更になる場合があります
ので、事前にご確認ください。
問総務課　☎32-9311

林業退職金共済制度（林退共）

林業の仕事をしていたことが
ありませんか？

　林業退職金共済制度（林退共）に
加入していたが、退職金をまだ受け
取られていない人を探しています。
　以前、林業の仕事をしていたが、
自分が加入していたか分からない人
についても調べます。
　罹災された共済契約者および被共
済者の皆さんに対し、各種手続（共
済手帳の紛失、退職金の請求など）
の必要が生じた場合は対応しますの
で、最寄の支部または本部へ相談し
てください。

問独立行政法人勤労者退職金共済機構
　林業退職金共済事業本部
☎03-6731-2887　℻03-6731-2890
URL:http://www.rintaikyo.taisyokukin.

go.jp/
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　除雪の範囲は、居住のために使用している人家の住居敷地内で、玄関先から
公道までの日常生活を営む上で、必要不可欠な通行が確保できる範囲です。
　利用する場合は、事前の登録が必要です。

【問い合わせ先・申請先】健康福祉課☎ 32-9131　志賀町社会福祉協議会☎ 42-2545

【問い合わせ先】
建設課　☎ 32-1111

【問い合わせ先】企画財政課　☎32-9331

▶対象世帯
①  65 歳以上の高齢者のみの世帯
②  母子世帯
③  障害者世帯など

▶費　用：500円（１回につき）
　※生活保護世帯、町民税非課税世帯は免除

除雪作業の円滑な除雪作業の円滑な実施のために皆さんのご協力をお願いします。実施のために皆さんのご協力をお願いします。

◆道路付近の竹や木の枝などは、所有者の人があらかじめ処分してください。

◆路上駐車はしないでください。

◆消防水利（消火栓、防火水槽）の周辺や除雪機械の入れない狭い道路は、地元
　の皆さんの共同作業により除雪してください。

◆県道や町道、バスの反転場所などでの違法駐車は絶対にしないでください。

◆積雪で竹や立木などが道路に覆いかぶさり、運行障害となっている場所があります。そ
の場合は、原則地権者が伐採をしなければいけません。あらかじめ想定できるところは
区長から地権者に話し、対処してください。ご協力をお願いします。

◆積雪や凍結などで道路状況が危険な場合は、運行ルートを変更することがあります。あらかじめご了承ください。
また、運行ダイヤが遅れることもありますのでご理解をお願いします。

　除雪作業は積雪状況に応じて行います。地区によっては除雪機械の運行経路により、
作業が遅れることもありますのでご了承ください。

降雪時期が近づいています降雪時期が近づいています

積雪時のバス運行  積雪時のバス運行  にご協力をお願いします

※年末年始のコミュニティバスの運行について12月31日（月）から１月３日（木）は運休となります。

自力での除雪が困難な世帯に　

小型除雪機などによる   除雪作業を支援します除雪作業を支援します
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問住民課　☎32-1111

（志賀地区）　能登　正人（上　棚）　金谷由紀枝（高浜町）
　　　　　　障子口文雄（牛ヶ首）　山崎　豊治（倉　垣）
　　　　　　三津　幸子（大　島）
（富来地区）　大野　　堯（西海風無）　三沖　　博（日下田）
　　　　　　前田　正子（中　浜）　村上　栄子（富来領家町）

－  12月４日火から10日月は、人権週間です！  －
　　12 月４日から 10 日を「人権週間」と定め、人権の意義を訴え、人権意識の高揚を図る
ための各種啓発事業を全国で実施しています。

　日常生活で基本的人権が侵害されないように絶えず　日常生活で基本的人権が侵害されないように絶えず
監視し、もし、侵害があった場合には、適切に救済を監視し、もし、侵害があった場合には、適切に救済を
図り、自由人権思想の普及高揚に努めています。図り、自由人権思想の普及高揚に努めています。

　人権擁護委員が「人権常設相談所」を設置していま
す。困ったことや、悩み事をお持ちの人は、遠慮なく
法務局あるいは人権擁護委員に相談してください。

▶志賀町の人権擁護委員▶志賀町の人権擁護委員 ▶人権に関する相談（無料）

（人権常設相談所）
金沢地方法務局七尾支局　　0767-53-1721
金沢地方法務局人権擁護課　076-231-1247
女性の人権ホットライン　　0570-070-810
子ども人権 110 番　　　　　0120-007-110

　人権に関する相談は、毎月総合相談（無料）
にあわせて開催しています。

　人権週間相談日　　12月７日 ( 金 )　
　　　　　　　　　　　10時～ 15時

　相　談　会　場　　志賀町文化ホール２階
　　　　　　　　　　富来行政センター２階

▶人権週間における 17項目の強調事項人権週間における 17項目の強調事項
○女性の人権を守ろう　　　　　　　　
○子どもの人権を守ろう　　
○高齢者を大切にする心を育てよう　　　
○障がいのある人の自立と社会参加を進めよう
○部落差別をなくそう　　　　　　　　　
○アイヌの人々に対する理解を深めよう
○外国人の人権を尊重しよう　　　　　　
○ＨＩＶ感染者やハンセン病患者などに対する偏見をなくそう
○刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
○犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
○インターネットを悪用した人権侵害は止めよう
○北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
○ホームレスに対する偏見をなくそう
○性的指向を理由とする差別をなくそう　
○性同一性障害を理由とする差別をなくそう
○人身取引をなくそう
○東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう

第 64回人権週間

　地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地
域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するため、宝くじ
の社会貢献広報事業として、コミュニティ助成金により太鼓が
購入されました。
　この助成金は、宝くじの受託事業収入を財源として、交付さ
れるものです。
　団体では会員の日常練習はもとより、郷土芸能の保存継承、
地域のコミュニティ活動の推進に役立てたいと考えています。

『冨木神幸太鼓　煌
きらら

』に新しい太鼓が整備
～宝くじ助成金で太鼓の整備～


